
島 根 県 報

� �

技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛
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技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則

技能労務職員の給与に関する規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改正する。

別表第�を次のように改める。

号外第���号 平成��年��月��日 (�)
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技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 （人 事 課） �
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労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則 （教育庁総務課） ��
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平成��年��月��日（金)
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（毎週火・金曜日発行）
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◇�������� !"#$���%&'()#$��（規則第���号）

� 規則の概要

� 給料表を改正することとした。（別表第�関係）

� 給料の調整額の調整基本額表を改正することとした。（別表第�関係）

� 施行期日等

平成��年��月�日から施行し、同年�月�日から適用することとした。
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島 根 県 報

����（第�条関係）

技 能 労 務 職 給 料 表

号外第���号 平成��年��月��日(�)

職員の区分
職務の級 � 級 � 級

号 給 給 料 月 額 給 料 月 額
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島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日 (�)
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島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日(�)
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島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日 (�)
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島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日(�)
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島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日 (�)
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島 根 県 報

別表第�を次のように改める。

号外第���号 平成��年��月��日(�)



島 根 県 報

����（第�条の�関係）

給料の調整額の調整基本額表

号外第���号 平成��年��月��日 (�)

職務の級 号 給 調整基本額
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島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日(��)
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島 根 県 報

� �

（施行期日等）

� この規則は、平成��年��月�日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則（以下「改正

後の規則」という。）の規定は、平成��年�月�日から適用する。

（給与の内払）

� 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に

基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

� � � � � � �

労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年��月��日

島根県教育委員会委員長 北 島 建 孝
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労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則

労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則（平成�	年島根県教育委員会規則第��号）の一部を次のように改正

する。

附則別表を次のように改める。

����

給料の調整額の調整基本額表（技能労務職給料表）

号外第���号 平成��年��月��日 (��)

職務の級 号給 調整基本額

�号給 
��	�円

�号給 ����円
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�号給 ����円
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島 根 県 報

� �

（施行期日）

� この規則は、平成��年��月�日から施行し、この規則による改正後の労務職員の給与に関する規則（以下「改正後の

規則」という。）の規定は、平成��年�月�日から適用する。

（給与の内払）

� 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の労務職員の給与に関する規則の規定に基づ

号外第���号 平成��年��月��日(��)
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島 根 県 報

いて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

号外第���号 平成��年��月��日 (��)



平成��年��月��日 印刷
平成��年��月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 �����円

（送料共)

島 根 県 報号外第���号 平成��年��月��日(��)


